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　いわき市では、男女共同参画のさらなる推進を図るため、平成23年4月1日に「いわき市男女共
同参画推進条例」を施行し、11月の第2日曜日を「男女共同参画の日」と定めました。
　今年度は、女性活躍推進フォーラムとして、講演会とパネルディスカッションを行いました。
　また、川柳、イクメン・カジメンフォトコンテストの入賞作品の表彰と「いわき市男女共同参画推
進シンボルマーク」の表彰、小学生が参加する「あそびばスタンプラリー」も市民ボランティアの
協力のもと同時開催し、「男女共同参画」についての理解を深めました。

　応募数は、「小学生・中学生の部」18点、「高校生以上の
部」4点、合計22点の応募があり、厳正な選考の結果、
小名浜東小学校2年 須永 優樹さんの作品に決定しました。
決定した原案を基にデザイン化しました。

□社会の動き
　日本は高齢化が進み、今後5年以内で現在介護し
ていない40歳以上の約8割に、親族を介護する可
能性があります。また、晩婚化により、育児と介護
が重なるため、女性の負担がさらに多くなることは
避けられません。

□女性活躍とワーク・ライフ・バランス
　わが社ではこの5年間、午後6時には従業員を帰
宅させ、家族との食事や趣味の時間を充実させるよ
うにしています。短時間労働でも生産力を落とさな
いよう努力した結果、業績はとても上がりました。
ワークとライフを同じように充実させれば、個人の
幸福感や生きがいが大きくなり、会社でも新しい価
値あるものが作れるのです。企業業績や成長性の高
い企業は、女性管理職比率の高い企業だと言える
のです。
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いわき市男女共同参画推進
シンボルマークが決定しました。

男女共同参画の日

講 演 会

仕事と「育児」・「介護」の両立に向けて
講師：山極　清子（やまぎわ　きよこ）さん
㈱wiwiw 社長執行役員・経済管理学博士
プロフィール
立教大学大学院ビジネスデザイン研究科特任教
授を経て昭和女子大学客員教授。
1995～97年に株式会社資生堂から21世紀職業
財団に派遣される。復職後は1997～2009年ま
で資生堂本社人事部、経営改革室、CSR部の各
次長などを歴任、女性活躍の推進、育児、介護と
の両立支援による働き方改革を行う。 
約1,000社の現場の声を基に、男女ともにキャリ
アと育児・介護を両立できるような制度設計や、
生産性を向上させる働き方等を企業に提案して
いる。

□仕事と育児の両立
　女性は入社しても6割が離職してしまいます。また、
女性が昇進を望まない理由の第一位は「仕事と家
庭の両立が困難になるから」です。日本的雇用慣行
において、女性は固定的な性別役割分担から離れら
れず、時短勤務で、母親として仕事と育児を両立し
ようとする「マミー・トラック」に陥る傾向にありま
す。女性だけが家事・育児を担うのではなく、男女と
もに両立を目指すという意志が不可欠です。
　会社がやるべき取り組みとは何でしょうか。「仕
事と育児の両立支援させること」を全社で共有しま
す。女性の仕事アップを後押しする制度と仕組みつ
くりも理解します。また、評価軸は働く時間ではな
く成果であることなど、皆で共通理解を深めるべき
です。
　産休・育休は仕事と育児の両立準備期間であり、
男女ともに人として成長するチャンスだという認識
を持つようにします。仕事の幅が広がり生産性が高
くなるばかりでなく、コミュニケーション能力や人材
育成力、組織運営力も高まるのです。

□仕事と介護の両立
　男女とも50歳以上になると介護している割合が
増え、男性も多くかかわっています。しかし、勤務先
で話したり相談したりする割合が3割もないことか
ら、上司は人事総務に伝えるよう働きかけることが
大切です。介護の課題に直面した際、仕事継続の可
能性や有給休暇取得等、働き方を見直す必要も出
てきます。長時間労働削減には3つの業務プロセス
が挙げられます。
　第一に、規定概念の払拭です。時間も人も有限で
ある認識を持つことが大切です。第二に、仕事のや
り方を見直します。第三に、時間軸から成果軸へ評
価を変えます。
　公的介護保険制度や両立支援制度の内容や運用
を正しく理解することも重要です。どこへ相談した
ら良いのか、相談窓口を確認しておくことも必要で
す。事前の心構えを持つようにしましょう。介護も育
児同様に、第三者の手を借りながら乗り切ると決意
することが大切です。

●ライフステージ別　仕事の拘束時間
　（１日平均、休憩時間含む）

出産を機に、仕事時間に関して、
女性は減らす一方で男性は増やす

●有業・有配偶者の1日当たり平均家事関連時間
　（男女別）

女性が背負う１日当たりの平均
家事関連時間は夫の３倍以上

●介護の課題に直面した時の希望する働き方
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結婚を決めた頃

出所：お茶の水女子大学「ジェンダー・格差センシティブな働き方と生活の調和」
　　　プロジェクト2013年

出所：「平成25年度版男女共同参画白書」

出所：株式会社wiwiw「仕事と介護の両立支援事業　社内アンケート（事前）」
　　　（平成26年度　厚生労働省委託事業）より作成
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女性（平成23年）
男性（平成23年）
男性（平成13年）

現在 現在
女性 男性

17.0％17.0％ 12.9％12.9％
9.4％9.4％

77.6％77.6％

11.4％11.4％

70.5％70.5％

1.1％1.1％

20
〜
24
歳

25
〜
29
歳

30
〜
34
歳

35
〜
39
歳

40
〜
44
歳

45
〜
49
歳

50
〜
54
歳

55
〜
59
歳

60
〜
64
歳

65
〜
69
歳

70
〜
74
歳

75
〜
79
歳

80
〜
84
歳

85
歳
以
上

2121
2626 5252

14.3％14.3％

6.1％6.1％

0.0％0.0％

5.6％5.6％
6.5％6.5％
3.5％3.5％

64.0％64.0％

■今の仕事を辞めて介護に専念する
■介護が必要な時期は休業制度を利用
　し自分が介護をしてその後復帰する

■介護休業や介護のための短時間勤務
　などの支援制度を利用しつつ、両立

■介護の為の支援制度を利用せずに、
　年次有給休暇などで対処する
■仕事の仕方を特に変えない
■その他
■無回答
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